
区三日

芸高 E国のレジャー-jI:玄鐸3Eと立女斤守・全三ご白勺務捷隠司の隠司三子

ーその歴史的展開と思想的背景を中心に一
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QUANGO 、社会福祉、社会的公平

く問題の所在> 近代スポーツ発祥の歴史的過程から見ても、スポーツを含む、人聞

のレジャー活動は、個人の自主的・自発的活動であって、それに必要な経済的負担・自由

時間等は、 「自己」の責任でアレンジするとされていた。しかし、 1860年代以降、ヨ

ーロッパを中心として発生した、所謂、 SPORT FOR ALL ムーヴメントの思想

は、従来のその思想(スポーツの私事性)を根底から揺るがすものとなった。日く、 「ス

ポーツは人間の権利であるから、国家・地方自治体等が責任をもって保証しなければなら

ない。 J と。近代スポーツの思想に抱合されている、個人の自由な裁量によって行動し、

その経済的負担も自己の責任で行なうという思想から、国家及び公的機関の責任によって

広く国民にスポーツを保証するという思想ヘと発展する過程を、英国を中心に検討するの

が本研究である。そうした研究の中から、現代社会におけるレジャーのあり方の基本的視

座を形成してゆきたい。

く概 念> ここでいう「レジャー J は、スポーツ及び身体的レクリエーション

を中心とし、美術・音楽・演劇などの芸術の領域は含めない。国家及び公的機関が、 「政

策」に関与するとすれば、以下の三点であろう 1 禁止をさせる 2 活動を許可・

規制する 3 活動の機会・施設の提供 との視点から、英国の歴史的過程を分析し、今

日、英国が抱えている諸課題を検討してゆく。

1 英国におけるレジャー政策の発生

(1) レジャー活動の禁止

1 6 C ~ 1 7 C Outlaw Bowl 、Footballの禁止

183 5 動物虐待禁止、 18 5 4 Betting Shop禁止

(2) レジャー活動の規制・許可

1 8 2 0 パブ営業許可法、 18 3 3 Blood Sport Act、 1835 

Highway Act (路上のサッカー禁止)
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(3) レジャー活動の機会・施設の提供、その周縁の整備

1 834 救貧法、 183 6 E n c 1 0 S u r e A c t 、 1846 公衆

浴場法、 1847 工場法('67改定)、 18 5 0 図書館法、 18 5 2 レク

リエーショングランド法、 18 6 6 衛生法、 18-7 0 教育法(体育を教科と

して採用)、 18 7 5 公衆衛生法、 1894 地方自治体法

2 福祉国家を目指したレジャー政策

(1) 社会政策の整備 1900-1944 

190 6 公関空地法 、 1907 学校給食法、 1 907 ナショナルトラ

スト法、 1908 老令年金法、 1909 都市計画法、 1911 国民保険法

191 9 F 0 r e s t r y 委員会の設置、 1920 失業保険法、 192 5 

国家プレイングフィールド協会の設立、 1934 失業者救済法、 1935 フ

ィジカルトレイニング・レクリエーション中央評議会の設立、 19 3 7 フィジ

カルトレイニング・レクリエーション法、 1939 山岳地帯へのアクセス法、

1 944 教育法、 1944 C.C.R.P. T. を C.C. P. R. に改組

(2) 福祉国家の成熟とレジャー政策 1845-1860 

194 5 家族手当法、 19 4 6 ~ 7 2 国立スポーツセンターの設立(7カ所)

194 6 国民健康法、 1947 タウン・カントリー計画法、 1949 国立

公園委員会の設立、 1949 国立公園・カントリーサイドへのアクセス法、

1 9 5 7 C. C. P. R.ーウォルフエンデン委員会を設立、 19 6 0 ウォルフェン

デンレポート(地域社会とスポーツ)

3 スポーツカウンシルの設立へむけて

(1) ウォルフェンデンレポート

人間生活におけるレジャー・レクリエーションの重要性を理論的に論述。最終的

結論 一 (1) スポーツ(レジャー・レクリエーション)政策の中心的存在とし

て SPORT COUNCIL の設立 (1946 ART COUNCIL 設立

) (2) 国家による財政的援助の必要性 (3) より多くのスポーツ施設の建設

(2) スポーツカウンシル(助言的団体)の設立 (1965) 

労働党政権一スポーツカウンシル(助言的団体)の設立、地域スポーツカウンシ

ルも設立 (1965) 1964-スポーツ施設の供給について一文部大臣通

達11/64、住居地方自治体大臣通達49/64. 1 9 6 2 スポーツ大臣を内閣に選

任。 19 6 2 デニス・モリニュー“西欧諸国における体育への政府の援助"

1 9 6 6 貯水池と運動場のレクリエーションの為の使用についての通達一国

土・国家資源省 3/66、教育科学省19/66、 19 6 7 rカントリーサイドにおけ

るレジャーについて」政府白書、 1968 カントリーサイド法ーカントリー
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サイド委員会の権限強化、 1970 スポーツ施設・計画法、 19 7 2 Sport 

in the Seventies 

(3) スポーツカウンシル(財政的基盤を持つ QUANGO として)の設立

1 9 7 2 →ロイヤルチャーターにより、スポーツカウンシル (QUANGO)

の設立 1 9 7 3 Iスポーツと身体的レクリエーションのための対策」環境省

通達 1/73 1 9 7 3 Iスポーツとレジャー J 上院特別委員会報告 197 5 

環境省白書「スポーツ・レクリエーション」一予算配分の再考を示唆 1 976 

環境省通達「スポーツ・レクリエーションの為の地方スポーツカウンシル」

47/761978 SPORT FOR ALL キャンベーン

性) 福祉国家政策の再考(サッチャーイズム)とレジャー政策

1 9 7 9 サッチャ一政権発足 小さな政府一公共投資の削減(表 1) (表 2) 

(表 1)レクリエーション・芸術に対する公共予算 (単位極100万ポンド 1981大蔵省間)

1 431 

2 5 1 0 
252 6 
2 510 

2 3 0 4 

375 
389 
404 

381 

(表 2)都市中心部に対する予算 (単位低100Jjポンド 1990大蔵省削)

スポーザ・レ9r-
コミュニティ
健康

育
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策

政
政

会
済

教
社
経

1 980 サッチャー首相 モスクワ五輪ボイコットを指示 1 980 地方自

治体都市計画土地法 198 1 政府白書“大蔵省予算" (表 1) 1 9 8 2 Coun-

tryside Commissionが QUANGOに。 1985 地方自治体法 (86.87.

88)G.L.C. など廃止 1 991 スポーツ大臣見解、 1 9 9 1 U. K. SPORT 
Commission 1 9 9 1 スポーツカウンシル 4分割 ( England、 Scotland、

Wales 、 North lreland ) 1 9 9 2 スポーツ大臣・スポーツカウンシルは

国家文化遺産省へ移管 1 9 9 4 National Lottery 1 9 9 5 保守党

Raising the Gameを発表 199 7 労働党ブレア政権誕生--Labour's Sport-

ing Nationを発表
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4 レジャー政策に関与した思想的背景 =まとめにかえて=

(1) 大衆的レクリエーションの抑制期 1780-1840 

労働力の再生産の必要性一労働者泥酔などの労働サ，ボタージュ、労働規律の願守

レクリエーションによる社会秩序破壊を懸念

(2) 社会経済政策に対する自由放任主義ヘの介入 1840-1900 

都市化・工業化のもたらす健康・衛生などの諸問題を克服、労働時間の短縮、

労働者違のレクリエーション欲求に対応、レクリエーションの理性化(信仰etc.)

(3) 福祉国家の基礎作りへの準備 1900-1939 

社会的相互援助体制の確立一労働力(箪事力)の保全、再生産一社会政策の発生

都市近代化に伴う都市計画の必要性、自助の精神(個の確立)、ファシズムに対応

(4) 福祉国家の成長と成熟 1944-1976 

福祉の一分野としてのレジャー、コミュニテイにおける日常生活からの“Need"

文化の享受の平等性、反社会的行動の緩衝、経済成長によるゆとり、 Sportは人権

(5) 福祉国家の再考と新保守主義思想の拾頭 1976-1984 

個人の趣味は個人に帰す。生活・財産etc.は政府に支配されることは最小限に、

レジャーは社会的費消ではなく個人の散財、商業資本のレジャー産業八の参入

(6) 国家のレジャーへの投資の削減・変節 1985-1997 

レジャーは自由市場にまかす、国家が関与することはバターナリズムである。

小さな政府は支出を最小限に。地方自治体の浪費を監視、中央集権

(7) 新たな出発 トニー・ブレアの目指すレジャー政策 1 997 → 

文化享受の平等を確保、文化の選択は個人の自由、周縁の環境整備、最多の人々

の参加を目指す、地方自治体・地方スポーツカウンシルに財源と権限
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